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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２３年１２月２２日 １１時００分ごろ以降の本船が錨泊

した時刻～２３日 ０８時４９分ごろの間） 

発生場所 愛媛県宇和島市津島町田
た

颪
おろし

の海岸の西方沖５０ｍ付近 

宇和島市所在の須
す

下
げ

埼灯台から真方位０７０°４,４００ｍ付近 

（概位 北緯３３°０５.１′ 東経１３２°２７.５′） 

事故調査の経過 平成２３年１２月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第２龍
りゅう

王
おう

丸、１.１トン 

 ＥＨ３－８７２０７（漁船登録番号）、個人所有 

７.１１ｍ（Lr）ｘ２.１０ｍｘ０.７４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５４kＷ（動力漁船登録票による）、平成４年１１

月１７日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５０年５月２日 

  免許証交付日 平成２１年８月１２日 

         （平成２６年１０月１９日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 推進機関（船内外機）が濡損 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、宇和島市竹ヶ島から近家に赴き、

所用を済ませたのち、平成２３年１２月２２日１１時００分ごろ庄ノ

島の南方沖を航行している本船が僚船に目撃されたものの、その後、

消息が途絶えた。 

船長の家族は、翌２３日０８時４０分ごろ海上保安部に船長の捜索

を依頼し、巡視船艇やヘリコプター及び地元の漁船などが捜索してい

たところ、０８時４９分ごろ、別の僚船の船長が、田颪の海岸の西方

沖５０ｍ付近において、投錨して船首の一部を海面上に出した状態で

水没している本船を発見した。 

船長は、０９時５８分ごろ本船が発見された場所から約３００ｍ離
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れた海岸に漂着しているところを発見された。 

船長の死因は、溺死であった。 

 気象・海象 

 

気象：本船が発見された場所から北北東約１７.５km にある宇和島特

別地域気象観測所の観測値によれば、平成２３年１２月２２日

及び２３日の気象は次のような状況であった。（風速は最大瞬

間風速） 

   １２月２２日 

１２時００分 天気 曇り、風向 西北西、風速 １０.１m/s

１６時００分 天気 曇り、風向 北西、風速 １４.９m/s 

２０時００分 天気 曇り、風向 北西、風速 ７.０m/s 

２４時００分 天気 曇り、風向 北北西、風速 ３.８m/s 

   １２月２３日 

０４時００分 天気 曇り、風向 北東、風速 ４.０m/s 

宇和島市に強風注意報、波浪注意報が発表されていた。 

海象：僚船船長及び船長の家族の口述によれば、本船と船長が発見さ

れた場所の１２月２２日の海象は、風が強く、波が高かった。

 その他の事項 

 

本船については、次のような状況であった。 

① 本事故後に引き揚げる際、錨が海底の岩場に食い込んで揚収す

ることができなかったので、錨索を切断後にえい
．．

航された。 

② 船体に衝突痕などはなかった。 

③ 救命胴衣は、船内にはなかった。 

④ 主機として船内外機を備え、発見時、船内機は始動スイッチが

オンの状態であり、スターンドライブは少しチルトアップされた

状態であった。 

船長については、次のような状況であった。 

① 発見時には、救命胴衣を着用していなかった。 

② 健康であり、生活に支障のあるような持病もなかった。 

本船及び船長が発見された場所は、次のような状況であった。 

① 暗礁が数多く存在する海域である。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、溺死した。 

本船は、２２日１１時００分ごろ庄ノ島の南方沖を航行していると

ころを目撃されたのち、翌２３日０８時４９分ごろ、田颪の海岸の西

方沖５０ｍ付近において、錨泊して船首を海面に出した状態で水没し

ているところを発見され、また、船長が本船の発見された場所から約

３００ｍ離れた海岸に漂着しているところを発見されたことから、２

２日１１時００分ごろ以降の本船が錨泊した時刻～２３日０８時４９
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分ごろの間において、本船が田颪の海岸の西方沖５０ｍ付近で錨泊

中、船長が落水したものと考えられるが、落水した状況を明らかにす

ることはできなかった。 

船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が田颪の海岸の西方沖５０ｍ付近で錨泊中、船長が

落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・救命胴衣を着用すること。 

・緊急時の連絡手段を確保すること。 

 




